
行政職・福祉職のた

めの成年後見制度

第５回 ふたつの事例

アンケートに寄せられた意見

最初のケーススタディのような件は多いのですが、入院中に後見

の申し立てを行っても審判が下りる前に退院となるケースがほと

んどです。退院してから後見人がつくまでのお金の管理や契約行

為、サービスの調整などに制限が出るので本人にとって不利益な

のではと感じることがあります。この申し立てから審判が下りる

までの期間の本人への支援については、どの勉強会でも具体的な

示しがないので悩ましく感じます。
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ケーススタディ：身寄りのない高齢者

•身寄りのない高齢者が、福祉のサービスを受けな
がら、アパートで暮らしていました。

•ある日、散歩にでられたところ、家の近くで倒れ
られました。

•運良く、訪問予定のヘルパーさんに発見され、救
急車で病院に運ばれ、いのちは助かりました。

•脳出血だったようです。
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ケーススタディ：検討

•ケアマネジャーさんにも連絡が来ました。

•在宅復帰は、無理だろうということで、しばら
く病院にいたあと、福祉施設に入所の方向とな

りました。

•今後、病院の医療費の支払い、アメニティの支
払い、退院後の福祉施設との契約、アパートの

解約、そのための残置物処分など、いろいろな

ことが必要となります。

•これらに対応するには、後見人が必要です。
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ケース１ 緊急搬送された人のその後

5

Aさんの場合

緊急搬送 回復期病棟
高齢者施設
障害者施設

３か月以内目標

ケース検討会議
① 支援方針の確認
② 役割分担確認
③ 通帳等引継ぎ

２週間目ぐらい

注：国民健康保険法第
44条の徴収猶予の検討

居住不動産の処分

ケース検討会議
① 退院後の居所の
みとおし

② 生活保護の検討
③ 市長・町長申立
の決定

④ 居所の管理

後見人の就任

自宅に戻れない場合

・次のようなことが必要になります。

本人ができない場合は、後見人等が就くまで待つことになります。

○水道を止める

○ガスを止める

○電気を止める

○アパートの残置物を処理する

○アパートを解約する

○施設で生活するために必要な物品をそろえる
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ケーススタディ２ 虐待ケース

• 認知症高齢者のＢさんは、息子と団地でふたり暮らしをしていました。

• 息子は、母親の認知症が進むにつれ、母親の面倒が見きれず、大きなストレスを抱えて
いました。

• 息子から、地域包括支援センターに「母親に手を挙げてしまった」と連絡。包括が訪問
時したときには、顔面に殴られた跡があるが、本人は殴られたことを忘れていました。

• 息子は反省しているようであり、見守りを継続することになりました。

• 息子は、働いてはいましたが、十分な収入がなく、あるいは、借金のためか、母親の年
金に手をつけている様子が伺えました。

• デイサービスに通わせるお金がない、医者に通わせるお金がないということで、本人の
健康が損なわれている状況が確認できたので、経済的虐待、ネグレクトと認定し、虐待

対応の措置をとることとなりました。
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虐待ケース タイムライン

息子から
母親を
殴ったと
連絡

包括が本人
と面談確認
いったん、
見守りとす
る

虐待対応方針
①特養へ措置
（措置先秘匿）
②市長申立て

後見人就任
通帳の切替す
ることで財産
を確保する
【注】

市役所会議
室で息子と
面談

入所施設を明
かし、けんよ
ご同席で施設
での面会可

息子に、本人
の通院支援を
依頼

施設での息子
と本人の面会
可能になる

経済的虐待、
ネグレクト
を認定

【注】このケースでは、「審判前の財産保全処分」の申立てを行った。

特養
措置から契
約に切替

Ｂさんの場合
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７月２日（水）グループワークを開催します

動画配信で学んだことをつかって検討する練習をします。

オンラインで開催します。

時間は、１３時３０分から１６時までです。

質問コーナーもありますので、動画を見て
よく分からなかったところを質問できます。

グループワークを申し込んでいない人は、右のQR
コードから申し込んでください。班分けの都合上、
６月２７日（火）までにお願いします。

アンケート

質問等があれば、アンケートに御記入
ください。

できるだけ、グループワークのときな
どの機会で回答いたします。

また、メールアドレスを記入していた
だければ、メールで回答します。
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https://forms.cloud.microsoft/r/wuZ0unMsHf


